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I はじめに

先の調査において，老後・老人問題における往生活の面から，調査対象者の住宅事情を押さえ，ま
(注 1) 

ず第ーに，現在の住まいが，老後・老人にとって望ましい形態であるか，また，学生たちは老後と関

連して，住まいに対して如何なる意識を持っているかを若干探り，第二に，同居老人が快適で安全な

往生活を送っているかを，健康状態も併せて探る ζとを試みた。その結果，次の点が明らかになった。

①住宅事情は，持ち家率，居住水準・住宅規模等，数値の上では全国・本県を上回る。

(怠学生の住宅lζ対する意識は，同居と別居で若干差がみられるが，概して老後のことまで考えてい

ないようである。

@老人にとって，現在の住まいの快適性(居住環境一日照・通風・騒音と老人室の位置について検

討)は大体良いが，安全性については，危急の場合の連絡がとれない，転倒の経験がかなりある，便

所・浴室の計画iζ老人のことが考慮されていない。

本報では対象を同居世帯に絞り，老人の生活の場lζ視点をおいて，世帯の職業，老人の健康を加え

て現状をさらに詳しく居室，便所，浴室について検討し，今後の問題点を探ろうとしたものである。

宜 調査方法

調査対象

調査期日

調査方法

先の調査対象者のうち，現在祖父母と同居している短大生 110名
(注 1) 

昭和54年12月~昭和55年 1月

調査対象者に調査意図，内容を説明し，その場で記入できない寸法測定値や住宅平面図

(S ; 1 : 100)は，冬休みに自宅で調査する方法をとる。回収率50.9弘 無効 3.6 

%であっTこ。

E 調査結果および考察

先の調査で同居世帯の老人居室形態に，隠居所(隠居家)があることが明らかになったが，本報で

は配置図兼平面図を基に，それを更に検討し同一家屋内老人居室とも比較し，また全体の，老人の使う

便所(家族の使用するものと異なる例がある)や浴室等について探る。

隠岩制についてはいろいろな分野で研究されているであろうがたとえば社会学では，老人扶養の面

から，特に農村において「老親扶養の機能がかなり明確であるとみられる」という乙とで岡村氏が研

究されている。他方，拡大家族の住宅の型として当然考えられるものでもある。『隠居』の語が居住空
(注2)

聞の移動を伴うもので，従って母家(おもや)に対しての隠居家(いんきょや)であること，そこで

のある程度の生活分離も意味し，同一敷地内別居型ともいえる居住形態であるととを踏まえて，本報
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は平面図と しp 隠居所(隠患家〉と判断したものがお例になっ犬。ただ;宕干のパワエー

ョンがあるとと

l 居 蜜

表 iに示すように同一家屋居住が 70.1%， 隠居所が 29.6%を占めるが， このう

しが 9.3ちでiI5る。その内容は，孫と (2 {:7!J) ，納戸と兼用( flj山居室不定(例)

であるが，しかしそれらの世帯の居住室数と居住人員のよでは?

t!t.市の1造業:をみると専業農家1，兼業農家 3，非農家 lでありヲ このう

ある。ま

あ

る2世帯がp 専業， る乙とは r老人 じ部屋iと寝ること

と!:!什終手与する。なお健康状態は 5例とも“普通33 (段階分けについては第一報で既芯)であ

家であるの

老人居室の品役

表 1iと示rとおり同一家屋と隠居所に分けたがタ たりの老人居室の畳数は，

いてはf少なく 5.9 り， 12.2畳/世.'苦;と多い。 1人あたり

お

. 5jiJ居

を問

絞ずると

るが，先の結果のH 手老人一人に置きかえて比

まわる。特に隠居所の11宣が大きいととがわかる。また，

室数につし 1 ては， 1室であるのに対し， 25笠と大きく上ま

わる。

ける世幕数及び割合
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老人居室の居住環境

今回の平面図ふ前回の結果と し 表 2iζ示すょっに「普通J1.1設し、」

が83.4% に大きい{直を示す。なおこの中で、隠居所についてみると 2 そのうち 68.8絡が日

照， 通風とも づと言H函できる。次lζ居室の配置計画については， 南p 南東，

の良いものが 6O.ii %手:占める。 いては南面し が使用して
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いる例が多いといわれているが，本報では，専業・兼業農家が 55.3%であるととと関連があり
(注5) 

そうである。

表 2 老人居室の居住環境

良い (%) 普通 (%) 悪 い (%) 不明 (%) 

日 照 24 (44.4) 17 (3 1.5) 11 (20.4) 2 (3.7) 

採 光 28 (51.9) 20 (37.0) 4 ( 7.4) 2 (3.7) 

通 風 24 (44.5) 22 (40.7) 5 ( 9.3) 3 (5.5) 

計(労) 76 (47.0) 59 (36.4) 20 (12.3) 7 (4.3) 

④ 隠居所

隠居所の配置のパターンを分類したものを図 lに示すが，ここでは次項に述べる便所，浴室，

台所のいわゆる設備スペースの配置を，母家と隠居所の関係でみる。

図 l 隠居所と母家の設備スペース配置パターン

タ イ プ 世 帯 数

日 喝
4 

日 E事 6十 2

(B') 

3 ~ 

日 ⑧ ~ (農，専)

正炉 ⑥ 
I ~~争 " 

日 ~ N 

⑥ 
本母:母家(おもや) 隠:隠居所(いんきょじょ)

パターンは大きく 3つに分けられよう。第ーがそれぞれに設備スペースを完備し，全く独立し

た生活のできるもの(図 1のA)。第二が設備スペースの一部分を母家に頼るもの (B-F)。

第三が，設備スペースを全て母家に依存する(例えば廊下で二棟をつなぐものも考えられよう). 
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寝るだけの隠居所であるもの。 なし。)Bについては B1 に相当するものが2

例ある。 1例は土問を鴎てて月IJ棟l乙江っており， もう l例は母家から独立した隠居所ではな(~ 

s1一つで 2棟が区切られているものである。しかしそれぞれ独立した玄関をもち，台所，便所も

有い隠居所iζ当た には 4室あるので，とこでは隠居所として扱った。この 2例は，共lζ

子ども室与を， 1案， 3室と有するものであり，いわゆる代老人のための生活空間でctる隠居所"

からは厳密にいえば外れるとの見}jもできるがp 許容される範囲内にあると判断した。

これ弓の隠居所以敷地内の配置については，母家の南・南西が50%，東 3 あ， Jtω 北京 12.5

郊である。但し， :lt.北京iとしてもその規模からみて居住環境の仁で問題はないので，

;恵まれているといえる。 16例中2例は，道を隔て，筋向かいに縫っ。 ζ のうち 1例は設備スペ ス

カ涜備しているので問題は郎、が J例は浴室と台所を母家に依存レているので 9 現在は健康状態

が i普通」なので支障はないだろうが9 今後問題が起こる ζ とは予怨される。また，隠居所で、あり

ながらも便庁ψ説4害が外である例が3例あるがp いずれも農業事Fうである。浴室p 便所につし 1ては

後lと議1')，台所について少しみてみよう。台所を備えているものは 83.3%である。これらの位I時

抗食事を隠居所でとっているのかどうかという問題は， 一家団らんを家族とするのか，あるいは

建物がそうであるように3 生活も全く独立じてし、るのか，つまり母家とのつながりを知る指標とな

る重要なことであろう。本調査では表3のように歩合所が備わっていて， I家族と共』ζ食事をする

(いつも?大体)Jが57.1%，桟り 42.9%は， r-あまり，全くJであるが，健康状態をみると，

「普通札病弱 C，寝たきりと 3つに同 る。台所があっても半分以上は母家の

家15ミと共lζ食事をすることは，母家と隠居家とのつながりが深いことを示しているといえよう。た

だ，その理由はラ今後はっきりさせねばならない。また病気になって看病が必要になったl阜母

家と隠居家との使い方などに変化が起こるか，起こるとすればその内容は如何なるものかなど‘

今後更に検討すhべき多くの点がある。

表 3 醸窟所で生活する老人の食事のとり方と 9 健康，年令，そ

N(l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

健康状態本 l

年令

a b d L
U
 

Lυ f
 

L
U
 

旬。 b， b C I C b b d b b L
U
 

L
U
 

L
U
 

ムロ

78 88 69I 6号 76 76 75 75， 71 81， 83 63 75 7'7 75 80 76， 69 74 

o 0 000  x x 0 000  0 0 0 0 

事本 3ig ム x g ム g g CQl ム O ム ム g g g g 食

本 1a ; b;普通 C ; d; 寝たきり

本 20;あり x; なし

本3CQl;いつも家族とともに食事をする 0;大体 ム;あまり x;全く

2. 

ζこでは， きりでおしめを使用する 2ぽ帯と，ポータブノレの便器使用 2
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人の使っときた便所も含める。

① 位置と便器の形と職業との関係

表 41ζ示すように.内便所 83.9%，外便所 14.3;;包で内便所が多い。職業をみると専業，兼

業が 57.1;;ぢ非農家が 42.9郊であるので，農家が外便所にすることから?外便所がもっと多くて

もおかしくないといえるしp 専業農家だけをみても，内と外の比率は 6: 1であることなどから?

住宅に対する意識が改善された結果とみる ζ とも可能のようである。専業農家で内便所使用でも

外 iζ もあるものは 6 例中 f7~， 残りは不明である。また外便所低明 8 世帯の老人の健康は

元気 J 2， i普通j 4安 i病弱だが自分で行く I2である。そして内便所も備えているのは505i';

で，そのうち50~ぢは，両方を使用しており，残る50%は内がありながらも外しか使用しない。そ

ていた ζ とや， ることなどが関係しp 特老

人にとっては外便所使用は慣習として当然と考えられているのではなし治〉と推測できる。なお乙

れらの世帯の老人はF 夫婦織っており，健康状態は「普通jである。

便器の形において，和式で床iと段のついているものが 23.2必も占めていることは大きな問題

であろう。一万洋式が 7..1 (4例〉あるが，非農家と兼業である。うち 3例は水洗であるがp

例は汲み取りでありなが iζ してあり 3 工夫がみられる。との老人の健康は

である。最後に，手すり(の代わりになるもの)はできるだけつける方が良いが，特iζJ必

要と思われる段差式の危険度の高いものについては審備えているのは 23.1溺である。

外

〔段あり

U3) 

専用便所

るものとは別に，老人専用の便所のあるのが 9世害である。うち 2世帝

であるの残りはp 老人居室から便所までの距離が長し動線の交錯〈例えば他室の通り抜けむと〕

があったのでそれらを?改善する尽的で設けられたと思われる。それらの位置は老人居室に接ず予

形が全て lζ共通レている。 1ということでは良いがF 問題があるし，中iこ

は出入口が居室から直接であるため q ると思われる例もある。

'1， I普通」以上が 7， r 1-ねたきり」で「 あるいは「手伝ってJ便所に行く Jが2例

である。
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便所と居室との距離

使用頻度が高いし p 冬，夜間の使用与を考えると ことである。平面図より判定

した結果を健康状態も加え したものを表 5iこ示す。居室から直ちに行けヲ IC "短げ

が55.6労あり刃以ふつう n も含めると 81.5%であるのでp まあまあといえよう。“長い"の

どであるが，老人の乙れまでの生活憤習から s やめなければ江らないといっても

直ちに変える ζ とも無理であろう。しかし 9 やはり改善すべき所である。手すりについては特に

健康状態の日弱し，"代寝たきり"においては必要で、あるが，現状はその約絡が備えておらず，

早急に きことである。

3 浴 室

位置と職業

表 61こ示すように，内風呂が64.9%で，外風呂が 33.3郊である。外風呂のうち，

家に浴室のあるものが?全体の 14.8みを占める。老人居率と浴室との距離は，便所と同様

iζ寒L えると短いほど良いわけであるが，

1本

2 >仁

14 (2 El.9) 9 67) 1 

本 ポ…タブノレ便器を使用

33.3 %ノは問題がある。

36 (667) 

不明

1 

。
。
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③浴槽

本調査対象世帯の老人の平均年令は 72.9歳であるが，入浴の際，浴槽の出入りが老人にとっ

てどうであるかを，浴槽の深さや，洗い場の床から浴槽の縁までの測定寸法や使い勝手について

の老人の感想から調べた。その結呆は表7のとおりである。浴槽の平均深さは 67.1cmであり，

縁の高さは30cm以上40cm未満が 44.5%を占め最も多く，次いで20c冊以上，40cm以上となって

いる。 ζれらと，使い勝手をみると30ω1~40棚を楽と感じるようである。標準寸法より多少高

くても慣れれば楽に感じるという乙ともあるようである。ただ，浴槽内部の段の有無と使い勝

手との関係では，鴫楽に出入りできる"の50%が段があるが， u 高いと感ずる"では， 16.7労

しか段を設けていない。縁の高さ30cm-40c叩くらいが楽にまたげるといわれているが，表 7のこ
Ci注6)

れに該当する24世帯中“高いと感じる"と答えた 4例については，そのうち 3例が内部の段なし

である。それらの浴槽の深さは50，60， 80cmであり，老人の健康状態は“ふつう"である。内部

の段の有無は使い勝手と深い関係があるといえるのではないか。

表 7 浴槽の使い勝手と，洗い場の床から浴槽の縁の上端までの高さ

縁の高さcm - 20 20 - 30 - 40 - 50 - 不 明 計 (%) 

世 帯 数 10 24 10 5 4 54 

% 1.8 18.5 44.5 18.5 9.3 7.4 (100) 

使 楽 7 19 5 3 。35 (64.8) 
し、

勝 局い 。 2 4 4 2 。 1 2 (22.2) 

手
不 明 。 。 4 7 (13.① 

③ 入浴回数

夏期，老人が週iζ2-4回入浴する世帯が22.6%， 6， 7回が77.4%である。夏でありな

がら入浴回数の少ない理由1(.，年令，健康状態，職業，そして浴槽の使い勝手，浴室の位置など

が考えられる。これらをみると，平均年令 71.6歳，健康状態は， I普通jが66.7%， I病弱J16.6 

%， I寝たきりJ16.7 %である。職業は， 75%が非農家， 16.7 Jぢが兼業， 8.3%が専業農家

である。使い勝手の良くない浴槽であると回答した世帯が63.6%である。以上から，健康上の

品曜は大しでなく，また激しい労働をするとも考えられず，さらに，夏で日に 2-3回入浴しでも

おかしくない気候であるにも拘らず入浴回数が少ないのは，浴槽の使い勝手が良くないことが特

に影響していると思われる。さらに，浴室の位置が外，あるいは母家(別棟)であるものが25%

を占めることも関係がありそうである。

町おわりに

「住宅は人権をまもるもっとも基礎的な施設である。狭い住宅，不良な環境は，人聞が人間らしく

生きること，人聞の尊厳をまもることをそ乙なう。人権をまもるための住居の条件は，安全で健康的

で快適で家計を圧迫しないものでなければならない。」と早川和男氏は『住宅貧之物語』で強調され
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ているが，それは弱い立場の老人にとってはさらにいえることである。つまり，老後にとって住宅は
〔注7)

ひじように大きな問題の一つである，というととである。本報でいくつかの点について調査した結

果として，以下にまとめた。

l 健康や家族関係などの面で老後の生活に個室はぜひ必要と考えられるが，現実にはかなり確保さ

れている乙とがわかった。昭和47年 3月に発表された神奈川県における「高齢者生活実態調査報告

書」はる専用居室保有率65徒出較し， 90.7%と高い値である。残る専用居室のない場合をみ

ると，健康状態は“普通"であり，住宅の居室数と居住人員数から，個室を今後確保することは可

能であるので問題はないと思われる。しかし， r個室要求の最も切実な理由が， R 好きなときに寝

られること"である ζ とや，昼寝をする人が多く， また病気になる ζ とも多い老人lζ個室が必要で

あるi乙とから，やはり予め個室確保すべきであるといえよう。それらの点から『隠居所』は注目
(注 9)

lと値するものと思われる。現に，総理府の昭和54年の世論調査によれば，老人の子どもとの同居の

希望が極めて高く，更に注目すべきこととして， ["たとえ同居しでも，食事や家計は別にする，あ

るいは一つ屋根の下に住むより敷地内の別棟や近隣に住むことを希望する人がかなりの割合を占め

ている乙とjをあげている。個室確保の究極といえる独居型の一つの型として隠居所は今後，地域
(注10)

性などみながら， また特lと母家との関係が老人の年令，健康状態が変化するに伴いどう変わるかな

ど，広く検討する必要があろう。本報における隠居所の居室の広さは，当然同一家屋内老人専用居

室のそれをはるかに上回り，室数においても同様である。その配置についても，母家の南か東の日

当りの良い所で，ひじように恵まれているといえる。ただそ ζ における，便所・浴室・台所等設備

の配置の母家との関係，それらを使う老人の健康の問題一「個室確立により介助の密度が下がる面

もある士一一等がある。また，岡村氏が著書「老人扶養の研究」で指摘されるように， ["ただ隠居家
(注11) . (注12)

があれば良いのかというと，そうではなく，離れ家に住むための条件，つまり自分は疎外されてい

ないという安心感がともなって，はじめて実質的に隠居が成立するのではないか」というととは押

えておかねばならないといえよう。

2 老人が外便所を使用しているが，半分は内便所もあるのでよいが，外便所しかない世帯は，転倒

の危険性もある乙となどから改善せねばならない。便器の形式で段差式のものは，前報でも多かっ

たが，本報でも23%を占め，問題である。老人の使用する型として，特に持ち家でこの型にする必

然性はないであろう。もし便所の面積節約を図るなら洋式にする方が多くの理由から良いことなど

の理解を深める必要のある乙とを感ずる。便所と居室との距離において，ねたきりでありながらも，

自分で便所に行く人があることも考え，その動線は短く計画されねばならないが， 20%近くはそれ

が長い。

老人の使う便所の現状については全体的に老人のことが考慮されていない面が多い。

3 浴室については，高齢者が使うととも予め考慮して寸法，位置を計画しておかないと，入浴回数

に影響するといえそうである。介助する人にとっても深い関係がある。

最後に，将来老人になった時も，快適に，安全に生活できる住宅を計画するととの重要性が大き

いにも拘らず，現状は工夫，改善する余地がひじように多く残されているが，それはやはり，先に
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ふれたように，住民に対する我々の d意識の深くないととを示してし、るといえよう。老後 e 老人にと

ってさらに重要になることを知って性宅計画がされねばならない。



EiS 志; 子百 )11 

注 l 鹿児島女子短期大学「紀要J第15号 P 261~286 

注 2 老人扶養の研究 那須宗ー刷湯沢縫彦編 思内出版

lj， 3 農村建築 ラ71NCl68 

i 拡大家族のための農家住宅設計に関する研究 農村建築研究会

注 4 日本統計年鑑 '78 ~合浬府

?主 5 注 2iとl司じ P27 

バミ6 建築 u 室内ー人閉じ学 ノN辰二郎{也 鹿島出版会

建築設計資料集成 l 丸善

注 7 住宅貧乏物語 早川和男 岩波新書

注8 老後問題事典 P 208 ドメス出息長

iヨィ 9 fi 7 iζ同じ

注10 図説老人白書 1980年版 領文社

注11 注 31ζ同じ

注12 注 2Iと同じ


